
自衛隊家族会東みよし町地区補助金 64,000円

備　 考 　自衛官等募集事務に係る経費は、町広報誌掲載経費から支出（2-1-2-102105-10-4）。

項 3 戸籍住民基本台帳費 目 1 戸籍住民基本台帳費

特定財源の名称・金額 自衛官等募集市町村交付金 14,000円

令和４年度
経費の内訳

事務事業に係る経費の詳細

予算科目（歳出区分) 会計 1 一般会計 款 2 総務費

  うち繰越分↓
50,000

  うち繰越分↓
 一般財源(e) 50,000

  うち繰越分↓
50,000

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
うち受益者負担

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓   うち繰越分↓
 その他(d)

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

  うち繰越分↓
14,000

  うち繰越分↓

財
源
内
訳

 国庫支出金(a) 14,000
  うち繰越分↓

14,000

 県支出金(b)
  うち繰越分↓

 地方債(c)
  うち繰越分↓

  うち繰越分↓

64,000
  うち繰越分↓

0 0 0

３　事業費の推移と評価対象年度経費

令和３年度 令和４年度（評価対象年度） 令和５年度（見込）

事業費【(a)～(e)の合計】 64,000
  うち繰越分↓

64,000

事務事業の内容
どのような方法・手段で
事務事業を行ったか

　自衛官募集事務は、自衛隊・自衛隊家族会等と協力し、町広報誌への掲載、庁舎内での自衛官ポス
ター掲示等の勧誘PRを行っている。また、自衛隊徳島地方協力本部長からの協力要請に応じ、対象者名
簿の提供を行っている。
　自衛官募集事務担当者会議（徳島市）への出席・自衛隊家族会役員会・総会・研修会を開催している。
　自衛隊駐屯地への視察、新入隊員激励会を開催している。

事務事業の成果
結果・実績はどうか

　法律に基づき、自衛官等募集の事務の一部を行うとともに、資料提供等の協力をしている。
　毎年度家族会役員会・総会・研修会・自衛隊駐屯地の視察を行うことにより、会員相互の連携をはかり
相互扶助と子弟の激励並びに自衛隊募集事務に協力している。
　自衛隊家族会については、町で事務局を持っており、連絡・会計事務等を行っている。

特記事項

２　事務事業の目的・内容・成果

事務事業の対象
具体的に誰(なに)を

全住民 対 象 者

事務事業の目的
どのような状態にしたいのか

　自衛官募集事務等への協力について、広く町民に周知し、優れた隊員を確保することに協力している。

事業継続年数 事業開始年度 不明

分野別施策 所 属 長 濱口 富雄

主な施策 電話番号 82-6360

第２次
総合計画体系

政策目標 該当なし 担当部署 住民課

根拠法令等 自衛隊法（昭和29年法律第165号）第97条　自衛隊法施行令（昭和29年6月30日政令第179号）第120条

事業実施方法区分

東みよし町 事務事業評価シート 評価年度 令和５年度 事業年度 令和４年度

１　事務事業の概要

事務事業名 自衛官募集・自衛隊家族会事務 整理番号 1305-002

町直営 全部委託 一部委託 補助金等指定管理

5年以内 6年～10年 11年～20年 21年以上


